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第 40 回大垣市景観遺産審議会 会議録 

日 時：令和４年９月３０日（金） １５時２５分から１７時００分まで 

場 所：大垣市役所 ４-１会議室 

議 題：大垣市景観遺産及び景観自慢の指定について ほか 

出席委員（敬称略） 

溝口 正人（会長）、髙木 朗義（会長代理）、鈴木 隆雄、杉原 重明、谷口 隆康 

【計 5名】 

市及び事務局 

真鍋 和生 （都市計画部長） 

藤墳 達也 （都市計画課長） 

不破 雅裕 （都市計画課景観整備グループ主幹） 

服部 仁貴 （都市計画課景観整備グループ主任） 

篠田 尚志 （都市計画課景観整備グループ主任） 

高田 康成 （文化振興課郷土歴史・文化財活用グループ主幹） 

日比野 智文（文化振興課郷土歴史・文化財活用グループ主任） 【計 7名】 

 

事務局 

（都市計画課長） 

 

事務局 

（都市計画部長） 

事務局 

（都市計画課長） 

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

 

 

事務局 

（都市計画課担当） 

会 長 

 

（開始時刻 15：25） 

※開会にあたって委員の過半数出席による会議の成立を報告。 

 

 

※部長あいさつ（略）。 

 

※議事進行は、大垣市景観条例施行規則第３９条第２項の規定により、会

長が会務を総理することを報告。 

 

※ここからの議事については、大垣市景観条例施行規則第３９条第２項の

規定により、会長が審議会を総理することを報告。 

 

※議事録署名者として髙木委員を指名。 

 

※令和 4 年 7 月 12 日付け「大垣市景観遺産及び大垣市景観自慢の指定に

ついて（諮問）」で諮問があったため、議題とすることを報告。13 時 30

分から実施した現地審査の結果について、事務局に対し説明を要請。 

 

※現地審査結果表に基づき、現地審査の集計結果を報告。 

 

・ありがとうございました。 

・現地審査の集計結果について事務局より説明していただきました。 
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会 長 

 

 

委 員 

 

 

委 員 

 

 

 

 

委 員 

 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 

 

委 員 

・この結果を参考に審議を行いたいと思います。 

・それでは〇〇〇〇〇〇〇〇から審査を行いたいと思います。 

 

《物件審議》 

 

【№1 〇〇〇〇〇〇〇〇】 

・皆様の審査結果をみますと、1名の委員が該当、2名が保留、2名が除外

と伺っておりますが、〇〇委員からコメントいただけますでしょうか。 

・外から全く見えないことが気になりました。それと、〇の正面以外はト

タン張りなので〇としての趣きが無いのが残念ですね。正面と内部は綺

麗でしたので、見ることができればいいなと思っています。 

・外から見ることは難しいですが、あの古い通りに〇〇〇が建っているこ

とに意味があると思います。東に本願寺別院がありますが、御坊さんへ

の参道だったというところに価値があると思いますし、少し東へ行った

ところに、水門川の最上流の湊があって、舟がここまで登ってきたとい

うことで、門前町としても価値があると思います。 

・なるほど、確かに名古屋でも別院の周りにはそういう建物が集積してい

ますね。昔の店構えが残っている場所がありますが、そういう観点から

見ますと、今回の現地では分かりにくい感じがありましたね。 

〇〇委員も見えにくいという観点からの評価でしょうか。 

・別院の傍なので、何か関係があるのかなというのは私も考えておりまし

た。ただ、景観という立場から見ると、歴史的なつながりがあっても、

見えないものの指定は難しいのではないかなと思います。ただ、実物を

見せていただいたときに、私が普段見ているような〇〇より、漆喰の塗

り方などが非常に綺麗でした。〇としての機能も高いのではないかとも

思いました。 

・例えば、長野県の奈良井には、見た目は普通の建物なんですが、二階で

漆塗りの作業をしていた歴史があって、作業の形跡が残っている。そん

な学術的な価値から重文になった例もありますね。 

 見えない建物というのが論点となっているわけですが、所有者の方はす

ごく大事にされていて、思いは伝わってきたので、全く評価しないとい

うのは気が引けてしまいますね。私が景観自慢かと評価したのはそうい

う理由がございます。 

・あの通りはですね、水門川があり近くに別院があり、美濃路もあります

と。この場所で外からは見えないが、とても大事にされてきているとい

う点は評価したいと思います。ただ、壁がトタンになっていたりすると、

景観遺産は難しいと、皆さんが悩まれているのはわかります。 

・そうしますと、心情的には景観自慢相当になるでしょうか。ここにこう
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全委員 

会 長 

 

 

会 長 

 

委 員 

事務局 

(都市計画課主幹) 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 

 

委 員 

 

委 員 

 

 

 

 

 

委 員 

 

委 員 

事務局 

(都市計画部長) 

委 員 

いうものがあるよというのは、皆さんに知っておいていただきたいと思

いますし、特に異論がなければ、景観自慢とさせていただきたい。 

・異議なし 

・そうしましたら、こちらは景観自慢といたします。 

 

【№2 〇〇〇〇〇〇】【№3 〇〇〇〇〇】 

・こちらは群としてどう扱うかという事も関係してきますので、まとめて

審議をさせていただきたいと思います。 

・類似案件として、船町がありますが、こちらは群での指定でしたか。 

・個別の指定です。群としての評価ではありません。 

 

・個別でしたか。船町といいますと、町並みとしても評価は高かったので

すが、私の記憶に間違いがなければ、景観形成地区ではありませんが、

景観上の観点から船町は一括りにして、独自の枠組みを考えている場所

であり、まずは個別にというような場所でしたでしょうか。 

 いずれにしても、本日の物件の取り扱いとしては、皆様の評価として、

群 Aなのか群 Bなのかというところですね。南北に 50mはあるでしょう

か、通りの界隈の雰囲気といいますか、そういったところも評価したう

えで個々とまとまりとで評価していかないと難しいですね。〇〇先生は

どうでしょうか。 

・私はここをよく通りますが、天窓や商売の看板などがよく残っているな

と思って見ておりました。建物自体は、部分的に修繕の跡が見られまし

たし、なんとか、群としてでも取り扱って指定できないかなと思ってい

ます。 

・町並みというか、界隈といいますか、雰囲気があるなと感じてはいまし

たが、〇〇先生はどうでしょうか。 

・〇〇さんと〇〇さんの建物以外にも、自転車屋とか、その北側の二軒も

古い建物で、少し表は修繕してありましたが、間口が広い建物で、一体

として考えるのがいいと思いました。本日は自治会長さんの話も聞けま

して、これまでは何もしてこなかったとは仰っていましたが、これをき

っかけに、なにか街づくりの活動につなげられそうな雰囲気を現地で感

じましたので、群として指定するのがいいかなと思いました。 

・群とかまとまりで指定となると、過去にエリアでの指定はしていました

かね。町並みの指定のような。 

・墨俣地域に「寺町界隈」という指定がありますね。 

・赤坂も「中山道赤坂宿の町並み」で指定しております。風景資産という

ことで、町並みの風景を指定いたしました。 

・この 2 件を景観遺産とするとどうですかね。2 軒は持ちつ持たれつとい
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事務局 

(都市計画課主幹) 

委 員 

 

委 員 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

(都市計画課担当) 

委 員 

 

 

委 員 

 

 

 

 

会 長 

 

 

いますか、町並み、風景・界隈があって、特に〇〇さんの建物はその当

時の景観を加味して外観を決められたのではと思うのです。群として取

り扱う場合はどうしてましたかね。「林町界隈」のような指定になるでし

ょうか。その場合、例えば〇〇さんが建物を修繕したいと相談された場

合は、対象となるのでしょうか。 

・いいえ。風景資産は補助の対象ではないです。赤坂の「中山道赤坂宿の

町並み」の場合は、個別で指定してある物件が補助対象です。 

・そうすると、風景資産では個々の建物を残していくということは難しい

ですね。〇〇先生はいかかでしょうか。 

・群 Aと群 Bと分けましたのは、〇〇さんはお店を閉めていらっしゃるの

で、今後残すのは難しいのかなと感じています。群として指定しても、

補助の対象にならないのでしたら、将来的に残るのは、現在もお店をや

っていらっしゃる〇〇さんだけになる可能性も考えられます。そうする

と、同様の群指定はおかしいかなと思いますので、〇〇さんだけ指定す

るというのもやむを得ないと思いました。 

・そうですね。こういったものを後世に伝えていくために、行政が手を差

し伸べる手があるかないかという事もポイントになるというか、その中

で特筆すべきものは、今後、景観重要建造物にでもなれば、扱いとして

は文化財と同じになりますので、保存にも期待が持てるようになりま

す。 

 そうしましたら、「〇〇〇〇〇〇」は景観遺産に指定するとして、「〇〇

〇〇〇」をどうするかというところですが、ある種ここを景観遺産にす

ることによって、他のところも保存する方へ誘導するきっかけとなる。

〇〇さんは、景観遺産に指定されたら建物を修繕するなどといった情報

はありますか。 

・南側の建物の損傷が激しいため、将来的に建てておいて大丈夫かという

事は不安を持っていらっしゃいました。 

・難しいところですね。〇〇さんを指定して、修繕に補助された場合、周

囲の家も補助が出るのであれば自分の建物も残していこうという気に

なってもらえれば。 

・最終的に、補助を受けるかどうかは〇〇さんの判断ですので、補助なの

で自分のところからも出さなくてはいけないですが、その判断をすると

きに、制度が背中を押すことになり得るので、私は指定する方が良いと

思います。それを見られて、周囲の建物も自分もやってみようという気

になってもらえればいいと思っています。 

・そうしましたら、〇〇委員の背中を押すという意見もありますとおり、

周囲の建物も誘導すると、そして、数軒が連なって歴史的な界隈を残す

林町でという部分を前面に出したような評価を入れまして、景観遺産に
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全委員 

会 長 

 

 

会 長 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

委 員 

委 員 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

指定したいと思います。異論はありますでしょうか。 

・異議なし 

・ありがとうございます。こちら 2件は景観遺産といたします。 

 

【№4 〇〇〇〇〇〇】 

・こちらは、現地でも意見が出ていましたけれど、どのように評価するの

かと。屋敷構えなのかとか主屋単体なのかとかですね。配布して頂いた

資料を見ても、それぞれの意見がありました。資料にあげていただいた

類似物件として、単体での指定ですが、「奥田家住宅」と「伊藤家住宅」

があります。奥田家住宅は屋敷構えでの評価だと記憶しています。〇〇

委員の意見を聞かせてください。 

・当初は煙出しのある家ということで、他に何か特徴がないかということ

で、お尋ねもしましたが、曽根のイメージとして、水害の関係で、何か

対策をしているのではないかということで拝見しましたけれど、座敷が

少し高くなっているという所も洪水対策ではないという事でしたので、

他に何か立地的な特色があればいいなと思ったのですが、これといった

ものはなく残念でした。屋敷構えにしても離れが失われていて、景観遺

産には難しいのではないかと感じました。 

・〇〇先生はいかがでしょうか。 

・明治時代から続く立派な農家で、屋根も一文字瓦でお金をかけているな

という感じですね。今日はおじいさんとおばあさんのお話を聞けまし

て、息子さんやお孫さんはこの家をどうしていくかと尋ねましたら、心

配はしていらっしゃいましたね。大分お年を召されていらっしゃるので

ね。景観遺産と考えるならば、「奥田家住宅」や「伊藤家住宅」に比べる

と、少し趣が違うかなと感じましたね。 

・〇〇委員のコメントにあります、「決定打に欠ける」というのがすごく的

を射ているといいますか、確かに、類似物件の 2件に比べると決定打に

欠けていると思いますし、すごくわかりやすい評価です。 

・農家なので、今ちょうど私が住んでいる所で庄屋さんがあるのですが、

すごく立派な門があったのですが、取り壊してしまって非常に残念でし

た。ここはまだ門も残っていますし、農家であっても昔ながらのという

か、こういうものも景観遺産にしていいのではないかと思っています。

その一方で、ご夫婦がかなりご高齢なので、受け入れていただけるのか

とそちらが心配ですが。お子さんたちに相談したら無理と言われるかも

しれません。もちろん他の指定した物件と比べると普通かなというのは

私も感じています。 

・今後の景観遺産について、どのあたりまでターゲットにしていくかとい

う。〇〇先生の意見のように、今後残していってもらうために景観遺産
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委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

 

 

委 員 

会 長 

全委員 

会 長 

 

会 長 

 

 

 

 

 

 

全委員 

会 長 

 

 

 

 

事務局 

（都市計画担当） 

委 員 

文化振興課 

（主幹） 

委 員 

に指定するというのもひとつですね。 

・お話を伺っておりますと、母屋の東前面にあった米蔵が築 90 年とのこ

とでした。戦前は庄屋さんだったとのことですから、そこへお米が運ば

れていたんだろうとまた、敷地内には、欅や桜、松などがあったと伺え

たので、さぞかし大邸宅に違いないと。それを維持するのは大変なこと

だと思うので、大分小さくなってしまって寂しいなと思いますね。また、

門がいつから、昔からあったものかわからないとのことでしたが、それ

も残念で、そこが決定打に欠けると表現した理由ですね。 

 残っている部分はすごく努力されていると思います。だからこれは難し

いと思っております。 

・景観遺産にして、所有者に負担を強いるようではだめですしね。指定し

た後は所有者に背負いこませることになるのですから。指定した以降の

ことにも責任を持たなくてはいけませんね。 

 後ろ向きで申し訳ないですが、見送りですかね。 

・総合的に見ると、難しいと思います。 

・そうですね。見送りの判断でよろしいでしょうか。 

・異議なし。 

・それでは、見送りとさせていただきます。 

 

・以上で一通り全審議に対して意見をいただきましたので、確認していき

ます。 

 「〇〇〇〇〇〇〇〇」は景観自慢。「〇〇〇〇〇〇」と「〇〇〇〇〇」は

景観遺産。「〇〇〇〇〇〇」は見送りとさせていただきます。また、「〇

〇〇〇〇〇」と「〇〇〇〇〇」は講評内に、〇〇の歴史的な界隈の構成

要素として重要でというような文言を入れていただくということでよ

ろしいでしょうか。 

・異議なし。 

・ありがとうございました。では、以上を結果として、景観遺産を新規で

2件、景観自慢が 1件、以上を答申させていただきます。 

・それでは、続いて、令和 4 年 8 月 17 日付けで諮問がありました「景観

重要建造物の指定」について、事務局から説明をお願いします。 

 

※第２号議案について、資料を基に説明。 

 

・大垣城は国の史跡でしたか。 

・市の史跡です。 

 

・どこまでの範囲が史跡ですか。 
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文化振興課 

（主幹） 

委 員 

 

文化振興課 

（主幹） 

委 員 

 

 

 

 

文化振興課 

（主幹） 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

文化振興課 

（主幹） 

 

会 長 

 

 

 

 

 

 

 

全委員 

会 長 

 

 

事務局 

（都市計画課長） 

・本丸のところです。 

 

・まだなかなかそこまでいかないでしょうけれど、市の保存活用計画とい

うのは、今後の進展はあるのでしょうか。 

・今のところはありませんが、大垣城跡の活用を踏まえた文化財保存活用

地域計画を作らなくてはいけないと思っている段階です。 

・今回の景観重要建造物に指定する部分が、石垣部分は構成要素だけれど、

建物の部分は復元建物と同じで、史跡の価値に貢献するような位置づけ

になっていましたかね。 

 今建てられている建物は、資料に基づいたちゃんとした復元なのです

か。 

・天守については、平成 21・22 年度の改修により昔の形に近いものに直

していますが、他の部分は忠実な復元ではありません。 

・そうすると、今の櫓だとか門塀は、私の聞いた限りでは類推して整備し

たようなことですね。一方では、景観的には重要で、景観重要建造物と

なると、これは最上位に位置しますので、修復に関しては補助もでます

よと。こういったケースは、もう少し歴史的な建物に該当することが多

いのですが、保存活用計画で、史跡として、資料に基づいて整備するの

であれば、景観重要建造物に指定されている物件として外観の変更には

調整が必要になります。二つの部局はそれぞれ理解していることでよろ

しいでしょうか。 

・今の図を見ますと、天守は復元といえますが、乾隅櫓は石垣を改造して

いるので、今後は形が異なる可能性があります。また、西門・東門とあ

りますが、この門はここにはもともとありません。 

・なるほど。景観法に基づいてみますと、やはり市民のシンボルでありま

すし、これを景観重要建造物に指定して、さらに史跡をリスペクトする

形で、周囲を整備することも施策として考えられている。それは良いこ

とですが、史跡の中のものということを加味して、両部局で調整してく

ださい。但し書きのようなものをつけるといいと思います。歴史に基づ

いた修繕ならば可能となるような但し書きをつけるなど。 

 それでは、特にご異論が無いようでしたら、大垣城について、景観重要

建造物の第 1号とすることでよろしいでしょうか。 

・異議なし。 

・ありがとうございました。では、原案を適当と認めることといたします。 

・それでは、本日の議事はこれで終了いたします。進行を事務局へお返し

します。 

※その他に移行。ここからの進行は事務局で実施。 
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事務局 

（都市計画主幹） 

事務局 

（都市計画課長） 

 

委 員 

事務局 

（都市計画課長） 

委 員 

事務局 

（都市計画課長） 

委 員 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（都市計画課長） 

委 員 

 

 

事務局 

（都市計画課長） 

委 員 

 

 

 

 

事務局 

（都市計画課長） 

 

 

 

※「今後のスケジュールについて」を説明。 

※取り組み状況についても併せて説明。 

・只今ご説明いたしました取り組み状況等につきまして、大変恐縮ですが

せっかくの機会でもございますので、1 人ずつご意見、ご感想などをご

発言いただきたいと思います。〇〇委員からお願い申し上げます。 

・そうですね。今回は、特にないですね。 

・では、〇〇委員はいかがでしょうか。 

 

・私も特にはございません。 

・では、〇〇先生はいかがでしょうか。 

 

・そうですね。前回も申し上げましたが、審議の物件が少なくて寂しい気

がするので、祖父母や父母からの思い出エピソードとか、懐しい風景だ

とかそういう応募を期待します。 

 景観遺産のパンフレットを見ながらのガイドを頼まれることが今月は

多くありました。来年は大河ドラマの家康関係で大垣市は関心が高まっ

ていますので、そういったところにも焦点を当てながら PR するのもい

いかなと思います。また必要であればお声がけください。 

・ありがとうございます。またお知恵をお借りしたく存じますので、よろ

しくお願いいたします。では、〇〇先生お願いいたします。 

・そうですね。都市景観大賞に応募する話はとても良いと思います。これ

以外にも応募できる賞があるかもしれないので、少し探していただい

て、是非アピールしていきましょう。 

・ありがとうございました。では、〇〇先生お願いいたします。 

 

・今、〇〇委員からお話ありましたけれど、中にいると分からないでしょ

うが、外部から見ますととても評価が高いんですね。建物だけを指定す

るのではなく、風景もあれば文化資産もあればという、街の魅力として

評価しようという取組みは、他から見るととても評価が高いので外部の

評価を得るというのは良いと思います。是非やってください。 

・承知しました。ありがとうございました。長時間にわたり活発な意見交

換をいただきありがとうございました。それでは、以上をもちまして、

第 40 回景観遺産審議会を閉会とさせていただきます。本日はどうもあ

りがとうございました。 

 

※閉会 

（終了時刻  17:00） 

 


